
自治体シンクタンク（都市シンクタンク）
の過去、現在、未来1

一般財団法人地域開発研究所上席主任研究員
牧 瀬 稔

国等からの権限移譲が進み、地方創生の波も大きくなる中で、地方分権が加速しつ
つある。そのような時代において、自治体シンクタンク（都市シンクタンク）の重要
性はますます大きくなる。

本稿は、筆者の経験をもとに、自治体シンクタンクの概要に加え、過去と現在、そ
して未来への展望を記している。なお、（公財）日本都市センターは「都市シンクタン
ク」という名称を使っている。都市シンクタンクは都市自治体が設置したシンクタン
クである。都市シンクタンクも、本稿が取り上げる自治体シンクタンクも、基本的に
は類似の概念であると思う。そこで本稿は「自治体シンクタンク」と統一する。

第 1 章は自治体シンクタンクの概要を記している。そして第 2 章では過去から現在
における非営利型シンクタンクを類型化している。続いて第 3 章は自治体シンクタン
クの現在の動向と、設置形態を言及している。第 4 章は自治体シンクタンクが設置さ
れてきた背景を考察している。第 5 章は筆者の個人的な見解を踏まえつつ、自治体シ
ンクタンクの未来を「特長」と「展望」という観点から記している。

本稿は自治体シンクタンクの設置を検討している自治体に対して寄与する内容であ
ると思われる。

1 自治体シンクタンクとは何か

読者は「自治体シンクタンク」という言葉を聞いたことがあるだろうか。端的に言うと、

自治体が設置したシンクタンク（政策研究機関）である。自治体シンクタンクを設置する

動きは 1950 年代から見られるものの、地方自治の世界で浸透している言葉ではない。

筆者は自治体シンクタンクを「地方自治体の政策創出において徹底的な調査・研究を行

い、当該問題を解決するための提言を行うために組織された機関（団体）」と定義している。

過去は、財団法人や第 3 セクターなど様々な形態の自治体シンクタンクが存在していた。
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1 本稿は、筆者が『地方行政』（時事通信社）において連載した「自治体シンクタンクの理論と実践」を概略的に記し
ている（地方行政第 10643 号から地方行政第 10673 号の中で、全 15 回連載した）。
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しかし、最近では自治体の一組織（課や係）として設置される傾向が強まっている。

具体的には、戸田市政策研究所（埼玉県）やかすかべ未来研究所（埼玉県）、新宿区新宿

自治創造研究所（東京都）などがある。

戸田市政策研究所は政策秘書室内に設置された一係である。かすかべ未来研究所は総合

政策部の中に課として設置されている。また新宿区自治創造研究所は部という位置付けで

ある。これら以外にも、上越市（新潟県）や草津市（滋賀県）、佐世保市（長崎県）などに

おいても設置されている。2016 年 4 月以降には、大田区（東京都）が「未来創造研究室」

を設置し、駒ケ根市（長野県）は「駒ケ根市政策研究所」を創設している。現時点でも、

筆者のところに、数自治体から自治体シンクタンクを設置する相談がある。

自治体シンクタンクを設置しているのは規模の大きな自治体だけではない。4 万人弱の

三芳町（埼玉県）においても三芳町政策研究所が設置されている。

戸田市や春日部市など自治体の一組織として設置される研究所は、「シンクタンク」

（Think Tank）ではなく「ポリシーユニット」（Policy Unit）と称したほうが正しいのかも

しれない。ポリシーユニットとは「主に民間から登用された経済・財務・教育などの専門

家で構成され、長の直属の組織として政策の立案に携わる機関」と定義される。

ポリシーユニットは民間から登用された専門家により組織が形成される特徴を持つ。一

方で戸田市や春日部市などの自治体シンクタンクは、原則として、地方公務員として採用

された職員が人事異動で配属される。その意味では「専門家」ではない。もちろん、既存

の自治体シンクタンクの多くが外部から専門家をアドバイザーとして委嘱したり、任期付

公務員や非常勤職員として博士課程修了者程度の人材を雇うことで専門家の知見を得よう

としている。しかし、専門家が常住するポリシーユニットとは異なる。

また研究所という名称ではないが、鎌倉市（神奈川県）の政策創造課はシンクタンクと

いう位置づけである。鎌倉市の政策創造課の前身は部相当の政策創造担当からスタートし

ている。同担当は首長の特命事項に特化した組織であった。

自治体シンクタンクは漠然とした組織とも言える。自治体シンクタンクの定義も、その

言葉を使う者により異なる。その中でほぼ共通しているのは「自治体シンクタンクは企画

部門を強化した組織」という点である。

2 5 類型される非営利型シンクタンク

シンクタンクは大きく 2 類型できる。それは「営利型シンクタンク」と「非営利型シン

クタンク」である。営利型は、野村総合研究所や三菱総合研究所などが該当する。非営利

型は、自治体系、NPO 系、学術系、金融系、政党系に大きく分けることができる。なお金

融系は営利の要素も入るが、特に信用金庫が設立したシンクタンクは、その設立趣旨を確

認すると地域貢献が入っているため非営利型にしている。また、地方銀行も地方創生とい
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う掛け声のもと、地域貢献の一環として地域志向のシンクタンクを設置する傾向が強くな

りつつある。

非営利型シンクタンクは、自治体系、NPO 系、学術系、金融系、政党系も、更に細分化

できる。それを示したのが図表 1 である。本稿が対象としているのは自治体系のシンクタ

ンクである。その中でも基礎的自治体（市区町村）が主体として設置したシンクタンクで

ある。

簡単に自治体系の 4 類型を言及する。まずは包括自治体型シンクタンク（都道府県・広

域連携）である。従前の都道府県は研修所を独自に備えていた。その研修所には、主に①

職員研修機能、②政策研究機能、の 2 機能があった。研修所は都道府県が設置したとして

も、都道府県内の市町村も対象にしていた。しかし、この 2 機能を持っている研修所が少

なくなりつつある。むしろ、近年では研修所が行政改革の流れを受けて縮小・廃止される

傾向が強まっている。

次に基礎的自治体（市区町村）が主体で設置したシンクタンクがある。本稿が対象とす

る自治体シンクタンクであり、自治体の一つ組織（部や課、係など）として設置されてい

る。昨今では、この形態を採用する自治体シンクタンクが多い。

続いて財団法人の形態を採用し、自治体の外に設置しているシンクタンクである。以前

は公益目的が主たる財団法人のみであった。2008 年の公益法人制度改革に伴い公益財団

法人と一般財団法人に区別されるようになった。本稿では別に分けて議論するのではな

く、まとめて財団法人としている。財団法人化の一つのメリットとしては、首長と一定の

距離をおくため調査・研究に一定の独立性を担保することができる。

財団法人型のシンクタンクも趨勢的に減少してきた。埼玉県の財団法人埼玉総合研究機

構や財団法人三重社会経済研究センター（三重県）、財団法人高知県政策総合研究所（高知

県）、財団法人福岡県市町村研究所（福岡県及び市町村等）の財団法人型を採用していた自

治体シンクタンクは、財政負担の問題や行政改革によって活動に終止符が打たれている。

また市町村レベルであると、2003 年 4 月に財団法人尼崎市産業振興協会と財団法人あまが

さき未来協会が統合し、財団法人尼崎地域・産業活性化機構が発足している。その後、同

機構は公益財団法人尼崎地域産業活性化機構となっている。

最後に第 3 セクターの形態をとる自治体シンクタンクを紹介する。かつては宮崎県と鹿

児島県にあった。しかし両機関とも既に解散している。株式会社シンクタンク宮崎は

1988 年に株式会社ユー・ディー・アイとして設立された。1995 年に公益的立場から行政や

産業界に幅広い提言や情報提供を行うことを目的に、宮崎県と県内全市町村、地元報道機

関、金融機関などの出資によって、株式会社シンクタンク宮崎に再編された。しかし同シ

ンクタンクは 2004 年に解散している。

株式会社鹿児島総合研究所は 1989 年に南日本放送の出資により、MBC 総合研究所とし
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て発足した。1992 年に南日本新聞社が資本参加し、南日本総合研究所に改めた。1994 年

には、鹿児島県が資本参加し、資本金 1 億 2,000 万円の第 3 セクターとなり、鹿児島総合

研究所となった。同研究所も、2006 年に解散している。

以上簡単ではあるが、自治体系シンクタンクの過去の経緯を振り返った。次では、市区

町村が設置した自治体シンクタンクを中心に考察を進めていく。
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図表1 非営利型シンクタンクの類型

彩の国さいたま人づくり広域連
合

2012 年 4 月 1 日、公益財団法人に移行した。
東京都多摩・
島しょ地域 26
市 5 町 8 村

1986 年公益財団法人東京市町村自治調
査会

包括自治体型
シンクタンク

（都道府県・広域連携）

自治体シンクタンク

備考設置主体設置年名称類型

山形県最上総合支庁と最上 8 市町村が抱える共通の
課題について県と市町村が認識を共有し、解決策を
探る「最上地域政策研究所」を設置した。

山形県及び
県内市町村2012 年最上地域政策研究所

1977 年に設置した神奈川県自治総合研究センターが
改組した。神奈川県2010 年シンクタンク神奈川

政策研究担当を設置している。埼玉県及び
県内市町村1999 年

新宿区2008 年新宿区新宿自治創造研究所

常設型横須賀市2002 年横須賀市都市政策研究所
基礎的自治体型
シンクタンク
（市区町村）

1954 年に長野県自治研修所を設置する。2013 年に政
策研究所を自治研修所内に併設した。2015 年には自
治研修所を廃止して職員キャリア開発センターを設
置した。

長野県2015 年職員キャリア開発センター

公益財団法人ながさき地域政策
研究所

財団法人型シンクタンク

会議型矢板市2013 年矢板市政策研究会議
常設型三芳町2011 年三芳町政策研究所
常設型

2006 年解散した。鹿児島県1989 年株式会社鹿児島総合研究所第3セクター型
シンクタンク

荒川区2010 年公益財団法人荒川区自治総合研
究所

長崎県2003 年

-1997 年特定非営利活動法人 NPO 政策研
究所

所在地は高崎市。-1999 年特定非営利活動法人 NPO ぐんま

NPO 法人型シンクタンク

NPO シンクタンク

2004 年解散した。宮崎県1995 年株式会社シンクタンク宮崎

あおもり県民政策ネットワーク

任意団体であったが、2015 年に一般社団法人に移行
となる。-1997 年一般社団法人構想日本

NPO 型シンクタンク

所在地は戸田市。-2003 年特定非営利活動法人まち研究工
房

所在地は大阪市。

2011 年に一般社団法人へ移行した。-1977 年一般社団法人環境情報科学セン
ター

銚子市等から調査を受託の実績がある。-1953 年関東都市学会

学会型シンクタンク

学術シンクタンク

事務局は青森県企画政策部企画課である。-2001 年

鳥取環境大学2012 年地域イノベーション研究セン
ター

法政大学2003 年法政大学地域研究センター

大学型シンクタンク

市川市等から調査を受託の実績がある。-1998 年環境共生学会

城南総合研究所

所在地は浜松市。遠州信用金庫と浜松信用金庫が共
同で設立した地域経済研究所である。

遠州信用金庫
浜松信用金庫2007 年特定非営利活動法人静岡県西部

地域しんきん経済研究所信用金庫型シンクタンク
金融シンクタンク

大正大学2016 年大正大学地域構想研究所

1995 年に鳥取県が財団法人とっとり政策総合研究セ
ンターを設置した。2012 年に解散し公立鳥取環境大
学に地域イノベーション研究センターとして設置さ
れた。

所在地は札幌市。北海道銀行2012 年株式会社道銀地域総合研究所
所在地は岐阜市。十六銀行2015 年株式会社十六総合研究所

地方銀行型シンクタンク

所在地は品川区。城南信用金庫2012 年

自由民主党系、2011 年に解散した。-2006 年有限責任中間法人シンクタンク
2005・日本

政党型シンクタンク政党シンクタンク
民主党系、2009 年活動停止した。-2005 年有限責任中間法人公共政策プ

ラットフォーム

※ NPO シンクタンクは、NPO 法人である NPO 法人型シンクタンクと、NPO 法人以外の法人格のある（任意団体も含
む）NPO 型シンクタンクに分けている。

出典：筆者作成
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3 自治体シンクタンクの設置動向と形態

（1）自治体シンクタンクの設置動向

図表 2 は市区町村が設置主体となっている自治体シンクタンクである。自治体シンクタ

ンクの中でも、自治体内設置型は 2000 年を前後して相次いで誕生している様子が理解で

きる。神奈川県に限定して、自治体シンクタンクの設置状況をみると、2000 年に小田原市

が小田原市政策総合研究所を設置し、その後 2002 年に横須賀市が横須賀市都市政策研究

所を発足させている。2003 年に相模原市がさがみはら都市みらい研究所を創設し、また三

浦市がみうら政策研究所を設置している。そして 2005 年には藤沢市政策研究室が誕生し

ている。その後、伊勢原市、鎌倉市においても設置されている。これらはすべて自治体の

一組織として設置される「自治体内設置型」を採用している。一見すると自治体シンクタ

ンクが増加しているように思える。

しかし、廃止や活動停止した自治体シンクタンクも多い。例えば、伊丹都市政策研究所

（伊丹市）、元気ななお仕事塾（七尾市）、コラボレーション研究所（向日市）、仙台都市総合

研究機構（仙台市）、宝塚まちづくり研究所（宝塚市）、十日町まちづくりシンクタンク（十

日町市）などがある。

近年までは、廃止以上に誕生する自治体シンクタンクが上回っていたため、全体として

自治体シンクタンクは増加傾向にある。

（2）様々な形態を持つ自治体シンクタンク

2000 年前後に設置された自治体内設置型シンクタンクは、「首長からの独立性」をうたっ

ている傾向があった。そのため自治体シンクタンクの所長を大学教員に委嘱することが多

かった。例えば、小田原市や上越市、横須賀市などが該当する。しかし自治体内設置型に

独立性を求めるのは制度的に不可能である。自治体シンクタンクが一組織として設置され

る場合は「補助機関」を意味する。補助機関である限りは、首長からの独立は実態的にあ

り得ない。もし、自治体内設置型が首長から独立してしまうと、自治体運営がまわらなく

なってしまう（もちろん理念としては理解できる）。

2009 年 10 月に荒川区自治総合研究所は一般財団法人として創設された。2011 年 8 月か

らは公益財団法人となった。同研究所は荒川区外に財団法人として設置しているため一定

の独立性があると思われる。ところが理事長が荒川区長であるため、実際は首長のブレー

ン色が強いと推察される。

2000 年代半ば以降に、設置された自治体シンクタンクは、首長のブレーンに特化した自

治体シンクタンクが多いようだ。戸田市政策研究所は政策秘書室に設置されている。政策

秘書室に設置していることから理解できるように、同研究所は首長のブレーンという位置

付けである。そして所長は副市長となっている。
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図表2 市区町村が設置主体となっている自治体シンクタンク

注：2016 年 5 月 1 日時点であり、筆者がホームページで調べた結果である。「シンクタンク」と名乗って
いる自治体を抽出している。ホームページのみでの抽出であるため、事実誤認があるかもしれない。
その際は筆者までご連絡いただけると幸いである（makise@ias.or.jp）。
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図
表
3
過
去
に
お
け
る
市
民
研
究
員
の
概
要

出
典

：
各

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
参

考
に

筆
者

作
成

小
田

原
市

政
策

総
合

研
究

所
（

20
04

年
度

の
実

施
状

況
）

月
額

5,
00

0
円

以
内

（
交

通
費

を
含

む
）

市
長

が
委

嘱
し

た
日
（

平
成

20
04

年
8

月
中

旬
）

か
ら

20
05

年
3

月
31

日
ま

で
（

20
04

年
度

）。
5

人
程

度
市

内
に

在
住

、
在

勤
ま

た
は

在
学

の
満

18
歳

以
上

の
者

研
究

ス
タ

ッ
フ

と
し

て
、

テ
ー

マ
に

関
す

る
文

献
調

査
、

実
地

調
査

、
専

門
家

へ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
実

施
し

、
地

域
活

性
化

の
可

能
性

に
つ

い
て

、
具

体
的

な
提

言
を

と
り

ま
と

め
、

報
告

書
を

作
成

す
る

。
20

04
年

度
は

「
大

学
生

と
地

域
の

協
力

に
よ

る
ま

ち
づ

く
り

に
向

け
た

調
査

研
究

」
を

テ
ー

マ
に

実
施

し
た

。
回

数
は

、
原

則
と

し
て

研
究

所
ス

タ
ッ

フ
と

の
定

例
会

議
を

月
1

回
程

度
、

午
後

6
時

30
分

か
ら

2
時

間
程

度
、

開
催

す
る

。
ま

た
必

要
に

応
じ

て
先

進
地

の
視

察
も

行
う

。

上
越

市
創

造
行

政
研

究
所

（
20

04
年

度
の

実
施

状
況

）

備
考

謝
礼

等
任

期
人

数
対

象
者

概
要

自
治

体
シ

ン
ク

タ
ン

ク

①
吹

田
市

内
に

在
住

、
在

勤
、

在
学

、
ま

た
は

市
内

で
活

動
し

て
い

る
人

②
満

18
歳

以
上

の
人

③
「

吹
田

市
ま

ち
づ

く
り

創
造

政
策

研
究

所
」

の
設

立
趣

旨
を

理
解

し
、

研
究

活
動

に
積

極
的

に
参

加
で

き
る

方

市
民

を
中

心
に

学
識

経
験

者
、
市

職
員

が
「

研
究

チ
ー

ム
」
を

結
成

し
、

市
政

を
取

り
巻

く
課

題
の

解
決

に
一

丸
と

な
っ

て
取

組
む

。
20

08
年

は
、「

自
主

・
自

律
」「

地
域

・
固

有
」「

市
民

参
加

・
協

創
」

の
ま

ち
づ

く
り

を
実

現
す

る
た

め
に

、「
21

世
紀

に
飛

躍
す

る
「

創
造

都
市

す
い

た
」
を

め
ざ

し
て

」
や
「

に
ぎ

わ
い

の
あ

る
ま

ち
づ

く
り

」
な

ど
、

4
つ

の
研

究
テ

ー
マ

と
1

つ
の

自
由

テ
ー

マ
の

合
計

5
つ

の
研

究
チ

ー
ム

を
つ

く
る

。

吹
田

市
ま

ち
づ

く
り

創
造

政
策

研
究

所
（

20
08

年
度

の
実

施
状

況
）

活
動

は
、

研
究

員
全

体
会

と
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

に
よ

る
テ

ー
マ

別
研

究
に

よ
る

活
動

を
行

う
。

全
体

会
議

は
月

1
回

程
度

開
催

し
、

テ
ー

マ
別

研
究

は
グ

ル
ー

プ
毎

に
よ

る
自

主
頻

度
と

す
る

。

2,
00

0
円

／
1
回

（
研

究
員

全
体

会
の

み
交

通
費

程
度

を
支

給
し

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
は

無
報

酬
と

す
る

）

委
嘱

し
た

日
か

ら
20

07
年

3
月

31
日

ま
で

（
1

年
間

）
9

名
特

に
条

件
は

な
い

同
研

究
所

は
、

元
気

な
篠

山
を

目
指

し
て

、
篠

山
フ

ァ
ン

を
増

や
す

た
め

に
、

地
域

の
魅

力
を

高
め

産
業

の
活

性
化

を
図

る
た

め
に

、
ま

ち
づ

く
り

ビ
ジ

ョ
ン

を
提

案
し

て
い

る
。

そ
こ

で
、

客
観

的
か

つ
多

角
的

な
意

見
を

反
映

し
、

市
民

と
行

政
が

と
も

に
知

恵
を

出
し

合
い

ビ
ジ

ョ
ン

作
る

た
め

市
民

研
究

員
を

募
集

す
る

。

丹
波

さ
さ

や
ま

研
究

所
（

20
07

年
度

の
実

施
状

況
）

小
田

原
市

政
策

総
合

研
究

所
は

20
09

年
3

月
に

活
動

休
止

し
て

い
る

。
月

額
2,

50
0
円

以
内

委
嘱

日
（

20
04

年
6

月
上

旬
）

か
ら

20
05

年
3

月
31

日
ま

で
（

20
04

年
度

）。
5

人
市

内
に

在
住

、
在

勤
、

在
学

ま
た

は
在

活
動

で
満

18
歳

以
上

の
者

。
た

だ
し

、
高

校
生

を
除

く
。

20
04

年
度

は
「

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

レ
ベ

ル
で

の
善

意
の

循
環

実
証

実
験

」
と

い
う

研
究

テ
ー

マ
で

行
っ

た
。

20
03

年
度

に
市

民
研

究
員

と
公

募
の

市
役

所
職

員
で

構
成

さ
れ

る
研

究
グ

ル
ー

プ
が

、
地

域
通

貨
の

仕
組

み
を

使
っ

た
「

地
域

助
け

合
い

シ
ス

テ
ム

」
を

考
案

し
て

実
験

を
行

っ
た

。
そ

こ
で

は
、

同
シ

ス
テ

ム
が

地
域

社
会

で
有

効
に

作
用

す
る

可
能

性
が

み
え

た
た

め
、

前
年

度
の

成
果

を
活

か
し

な
が

ら
、

あ
る

程
度

地
域

に
特

化
し

た
利

用
の

仕
方

を
検

討
し

、
特

定
の

地
域

に
お

け
る

善
意

の
循

環
の

検
証

に
重

点
を

置
い

た
実

験
を

進
め

た
。

1
年

程
度

数
名

【
自

主
研

究
員

】
予

め
特

定
の

テ
ー

マ
設

定
は

な
く

、
自

ら
が

知
識

や
関

心
を

持
っ

て
い

る
福

祉
、
環

境
、
都

市
計

画
、
教

育
等

の
政

策
に

関
す

る
事

項
か

ら
自

ら
が

テ
ー

マ
を

選
定

し
、

各
自

で
研

究
を

行
う

研
究

員
の

こ
と

で
あ

る
。

自
主

研
究

員
は

、
さ

ら
に

研
究

テ
ー

マ
に

よ
り

、
「

一
般

市
民

研
究

員
」

と
「

特
別

市
民

研
究

員
」

の
2

種
類

に
分

か
れ

る
。

【
特

別
市

民
研

究
員

と
は

】
自

主
研

究
員

の
中

か
ら

研
究

計
画

が
特

に
優

れ
て

い
て

、
相

模
原

市
に

と
っ

て
研

究
結

果
の

効
果

が
特

に
高

い
と

認
め

ら
れ

る
研

究
を

行
う

研
究

員
で

あ
る

。
本

人
の

希
望

を
ふ

ま
え

て
専

任
す

る
研

究
員

で
あ

る
。

さ
が

み
は

ら
都

市
み

ら
い

研
究

所
（

20
08

年
度

の
実

施
状

況
）

20
07

・
20

08
年

度
は

「
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

～
新

市
地

域
情

報
の

発
掘

、
収

集
及

び
創

出
と

伝
達

～
」

の
テ

ー
マ

に
取

組
ん

で
い

る
。

相
模

原
市

の
一

体
感

の
醸

成
と

地
域

の
活

性
化

に
向

け
、

地
域

資
源

や
人

材
、

経
済

な
ど

の
様

々
な

地
域

情
報

を
発

掘
・

収
集

・
創

出
す

る
と

と
も

に
、
こ

れ
ら

の
情

報
を

市
内

外
に

伝
え

る
た

め
の

伝
達

手
法

に
つ

い
て

研
究

し
て

い
る

。
報

酬
は

支
給

し
な

い
。

無
報

酬
で

研
究

を
実

施
し

て
も

ら
う

。
た

だ
し

、
研

究
経

費
の

一
部

と
し

て
毎

月
一

定
額

の
図

書
カ

ー
ド

を
支

給
し

て
い

る
。

2
年

程
度

数
名

18
歳

以
上

の
人

の
市

民
（

相
模

原
市

に
居

住
し

て
い

な
く

て
も

可
と

し
て

い
る

。
た

だ
し

、
自

主
研

究
員

は
独

力
で

調
査

と
研

究
が

で
き

る
こ

と
が

必
須

条
件

と
し

て
い

る
。

【
共

同
研

究
員

】
同

研
究

所
が

提
示

す
る

特
定

の
研

究
テ

ー
マ

に
つ

い
て

、
学

識
経

験
者

、
市

職
員

と
一

緒
に

研
究

を
行

う
研

究
員

の
こ

と
を

指
す

。
【

共
同

研
究

テ
ー

マ
】

20
07

・
20

08
年

度
は

「
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

～
新

市
地

域
情

報
の

発
掘

、
収

集
及

び
創

出
と

伝
達

～
」

を
実

施
し

た
。

ま
た

20
05

・
20

06
年

度
は

「
さ

が
み

は
ら

夢
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
20

54
～

市
制

10
0
周

年
の

ま
ち

の
姿

～
」、

20
03

・
20

04
年

度
は

「
地

域
み

ら
い

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

～
都

市
内

分
権

～
」

を
実

施
し

た
。

さ
が

み
は

ら
都

市
み

ら
い

研
究

所
（

20
08

年
度

の
実

施
状

況
）

吹
田

市
ま

ち
づ

く
り

創
造

政
策

研
究

所
は

20
11

年
9

月
解

散
し

て
い

る
。

1
日

80
0
円

（
月

4
日

分
を

上
限

と
す

る
）

20
08

年
10

月
～

20
09

年
9
月

（
1
年

間
）

※
長

期
的

な
研

究
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

さ
ら

に
1

年
以

内
の

範
囲

で
研

究
期

間
を

延
長

す
る

こ
と

が
あ

る
。

25
人

程
度
（

5
つ

の
研

究
チ

ー
ム

を
つ

く
る

）

第
6

期
の

研
究

テ
ー

マ
は

、
①

新
幹

線
時

代
に

向
け

た
金

沢
型

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

活
動

の
発

展
と

地
域

の
活

性
化

、
②

新
幹

線
と

共
に

進
む
「

多
文

化
共

生
」
社

会
の

実
現

、
③

歴
史

都
市

・
金

沢
に

お
け

る
防

災
意

識
で

元
気

な
ま

ち
づ

く
り

を
考

え
る

、
④

国
際

観
光

都
市

を
意

識
し

た
「

ま
ち

な
み

」
な

ど
金

沢
の

魅
力

発
信

、
⑤

金
沢

に
根

付
く

福
祉

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
研

究
な

ど
、

8
テ

ー
マ

あ
る

。
金

沢
ま

ち
づ

く
り

市
民

研
究

機
構

は
20

12
年

に
活

動
を

終
了

し
て

い
る

。

無
報

酬
で

、
登

録
料

と
し

て
年

額
10

00
円

（
身

分
証

明
書

等
実

費
相

当
）

が
必

要
1

年
間

（
20

08
年

9
月

～
20

01
年

8
月

）

各
研

究
テ

ー
マ

ご
と

に
市

民
研

究
員

10
名

程
度

を
募

集

①
金

沢
市

内
に

在
住

、
勤

務
、

通
学

し
て

い
る

者
（

た
だ

し
、

金
沢

市
に

近
接

す
る

市
町

に
在

す
る

大
学

等
の

高
等

教
育

機
関

の
学

生
は

、
在

住
要

件
を

問
わ

な
い

）
②

年
齢

18
歳

以
上

の
者

③
｢金

沢
ま

ち
づ

く
り

市
民

研
究

機
構

｣
の

設
立

趣
旨

を
理

解
し

、
研

究
活

動
に

積
極

的
に

参
加

で
き

る
者

金
沢

市
で

は
、「

金
沢

世
界

都
市

構
想

」
の

具
現

化
に

向
け

て
、

市
民

が
主

体
的

に
参

画
し

、
個

性
豊

か
で

創
造

的
な

都
市

政
策

の
調

査
研

究
を

行
う

と
と

も
に

、
公

私
協

働
に

よ
る

新
し

い
ま

ち
づ

く
り

の
取

り
組

み
に

参
加

す
る

人
材

の
育

成
を

図
る

た
め

「
金

沢
ま

ち
づ

く
り

市
民

研
究

機
構

」
を

開
設

し
、

20
03

年
9

月
か

ら
市

民
研

究
員

に
よ

る
研

究
活

動
が

進
め

ら
れ

て
い

る
。

第
6

期
研

究
テ

ー
マ

と
し

て
8

テ
ー

マ
を

設
定

し
て

い
る

。
研

究
期

間
は

1
年

間
と

し
、

終
了

時
に

は
修

了
証

書
の

授
与

を
予

定
し

て
い

る
。

金
沢

ま
ち

づ
く

り
市

民
研

究
機

構
（

20
08

年
度

の
実

施
状

況
）

自
主

研
究

員
に

研
究

を
円

滑
に

進
め

て
も

ら
う

た
め

に
、

下
記

の
支

援
を

実
施

し
て

い
る

。
・

相
模

原
市

が
所

管
す

る
資

料
の

収
集

と
提

供
・

同
研

究
所

の
政

策
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
(大

学
教

授
)等

か
ら

の
助

言
・

研
究

成
果

の
政

策
反

映
に

向
け

た
支

援
（

研
究

終
了

後
）

・
そ

の
他

（
必

要
に

応
じ

た
支

援
）

Copyright 2017 The Authors. Copyright 2017 Japan Center for Cities. All Rights Reserved.



地方自治法 167 条には「副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普

通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担

任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する」

とある。副市長が「政策及び企画をつかさどる」とある。その意味では、自治体シンクタ

ンクの所長を副市長にすることは正しいのかもしれない。

一方で市民参加や協働に重きをおいた自治体シンクタンクもある。金沢まちづくり市民

研究機構は多数の市民研究員を採用していた。上越市や相模原市、三芳町も、かつては市

民研究員を採用していた。市民研究員とは「自治体シンクタンクに所属する研究員（自治

体職員）と市民研究員（市民）が協力関係のもと調査・研究をして自治体政策を創り上げ

ていくこと」と定義できる。図表 3 は過去における市民研究員の概要である。図表 3 の中

には既に廃止された自治体シンクタンクもあるが、参考までに例示している。

さらに部や課、係といった常設の組織ではなく、会議形態（審議型・諮問型）を採用す

る自治体シンクタンクもある。例えば、三浦市（神奈川県）や浜田市（島根県）、矢板市（栃

木県）が該当する。会議形態の自治体シンクタンクの最大の特徴は、人件費がかからない

ぶん設置や維持管理の費用が安いという特徴がある。

このように、今日では自らの自治体の特徴や性格、用意できる予算に合わせて、実に様々

な自治体シンクタンクが登場しつつある。依然として企画部門に設置される自治体シンク

タンクが多い。近年では、企画部門以外の組織に設置する自治体シンクタンクも少しずつ

登場している。

4 自治体シンクタンクの設置背景

既存の自治体シンクタンクの目的や趣旨などから、設置した背景を考察する。その設置

背景は大きく 3 点ある。それは、①地方分権の影響、②住民ニーズの多様化・多発化、③企

画部門の制度疲労、である。この 3 点のいずれか、若しくは組み合わせにより、自治体シ

ンクタンクを設置する直接的かつ間接的な理由になることが多い。以下、それぞれについ

て簡単に説明していく。

（1）地方分権の影響

図表 2 から理解できるように、2000 年から多くの自治体シンクタンクが誕生している。

それぞれの自治体シンクタンクから設置理由を抽出すると、「『地方分権の推進を図るため

の関係法律の整備等に関する法律』により、市区町村が国や都道府県と同じだけの企画力

（政策形成力）を持たなくてはいけなくなったから」という一言に集約される。

現在、国は地方分権の流れを強めている。地方創生の取組みも、ますます地方分権を加

速化させている。地方分権や地方創生により、多くの権限が国から自治体におりてくる。
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この権限を受け止め、適切かつ積極的に得られた権限を活用していくためには、自治体の

企画力の確立と向上は必須である。

地方分権が本格化する中で、自治体における企画力の一層の向上が求められている。今

日、この企画力を実現するための方法は多々ある。その中の一つの手段が「自治体シンク

タンク」という形であらわれているのが、相次ぐ設置につながっていると考えられる。

注意すべき思考は「自治体の企画力を高めるために自治体シンクタンクを設置する」と

いう安易な考えである。まずは既存の企画部門の再活性化が求められる。そして様々な事

情から企画部門が再活性化できないと判断した時に、はじめて自治体シンクタンクの設置

が選択肢として登場する。自治体シンクタンクは企画力を向上させる一手段にすぎない。

もし自治体シンクタンクを設置する方向で動き出したのならば、「自治体シンクタンク

を設置したから企画力が向上する」という発想ではなく、「企画力が向上するような自治体

シンクタンクを設置する」という考え方が大切である。既に多くの自治体シンクタンクが

存在している。その中の「いいとこどり」をして、企画力が向上していく自治体シンクタ

ンクを創設すべきである。

（2）住民ニーズの多様化・多発化

今日、住民ニーズが多様化し多発化している。成熟社会は住民のニーズを多様化させ多

発化させてきたことは、他国の事例を出すまでもなく歴史が示すとおりである。

自治体シンクタンクの設置背景は図表 4 で説明できる。図表 4 の縦軸は自治体の職員数

の増減を示している。そして横軸は住民ニーズが多様化・多発化等に伴う事務量の度合い

を示している。そして時代の流れが左から右に進むことになる。

自治体職員数は、時代の経過とともに減少していく傾向にある。一方で住民ニーズは時

代が進につれて多様化し多発化する。その結果、自治体の事務量が拡大していく。職員数

が減少し、事務量が増加していくと、右側にある「網掛け」の三角形の部分がギャップと

して生じてしまう。このギャップを埋める一手段が「企画力」である。そして企画力の集

合体が自治体シンクタンクと考えられる2。

図表 4 のように、住民ニーズが多様化・多発化する一方で、様々な理由から自治体職員

の削減を余儀なくされている。その結果、自治体は今まで以上に企画力を高め、様々な問

題に対応するための政策の生産性と効率性、そして的確な実効性を上昇させなくてはいけ
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2 図表 4 のギャップを埋める理由は多々ある。まずは超過勤務時間を増やすことがある。現在、多くの自治体は、労
働時間を増やすことで対応している。次に職員数を増加することが考えられる（職員は正規職員に限らず非正規職員
も入る）。さらに、職員の能力開発を進めるのも一案である。「1 人・1 事業」から能力開発を進めることにより「1 人・
2 事業」に高めていく。あるいは、そもそも論として優秀な職員を採用することも考えられる。そして権限移譲や住民
ニーズの多様化に伴う事業を断ること考えられる。最後に、権限移譲や住民ニーズの多様化に伴う発生する事業を外
部主体に担ってもらう。つまり業務委託や協働等になる。
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ない。その一つの具体的な動きとして自治体シンクタンクの相次ぐ設置があると理解でき

る。

図表4 職員数の減少と事務量の増加

出典：筆者作成

事務量増加

職員数減少

（3）企画部門の制度疲労

読者は「会社の寿命は 30 年」という説を聞いたことがあるだろうか。これは「統計学上、

起業され 30 年後に会社を経営している企業は実に 5％にすぎない」というものである3。

これと同じようなことが、自治体の企画部門にも指摘できる。

今日、多くの自治体に設置されている企画部門は、1960 年代後半に誕生した歴史がある。

田村明は「1960 年代後半まで、自治体の組織はばらばらであり、総合的な対応力を欠いて

いた。そこで長期計画や総合計画などを担当する新しい組織として企画部門が誕生してき

た」と指摘している4。

その先駆的な例として 1968 年に横浜市に設置された企画調整室があげられるとしてい

る。横浜市企画調整室を契機として、全国の自治体に企画部門の設置が広がっていったと

主張している。なお、1969 年には地方自治法が改正され、同法 2 条 4 項に「市町村は、そ

の事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な

行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない」

と定められた。つまり市町村に「基本構想」の策定が義務付けられた。そのため企画部門

に注力する自治体が増加した事実もある（2011 年 5 月に地方自治法が改正され、2 条 4 項

が削除され、自治体の基本構想の策定義務がなくなった）。
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3 日経ビジネス『会社の寿命』日本経済新聞社、1984 年
同書によると、1896 年から 1982 年までの約 100 年間を 10 年間単位で 10 回、その時代のトップ企業 100 社を選び、

その変遷を調査した結果から導き出された結論である。
4 田村明『都市ヨコハマをつくる』中公新書、1983 年
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先述した①組織の機能の寿命は 30 年、②企画部門が誕生したのは 1960 年代後半、とい

う 2 点だけを手がかりに結論づけるのは危険である。しかし議論の飛躍を覚悟で言うと、

企画部門が 1960 年代後半に設置され、30 年が経過した今日では多くの自治体の企画部門

は寿命を迎え「死に体」の状態であると指摘できる。そこで従来の企画部門に変わる新し

い組織が求められていると考えられる。その一手段が自治体シンクタンクと判断される。

2000 年前後から、自治体の一組織として自治体シンクタンクの設置が相次いでいる現状を

目の当たりにすると、「会社の寿命は 30 年」という説がいよいよ信憑性を帯びてくる5。

5 自治体シンクタンクの特長と展望

（1）自治体シンクタンクの特長

やや無理があるかもしれないが、既存の自治体シンクタンクを一様と捉えて、民間シン

クタンクにない特長は次の 5 点と考えている。特長とは役割と捉えてもよいだろう。

第 1 に、現場を持っているという強みがある。一般的に民間シンクタンクは現場を持っ

ていない。そのため現場に起きている現象をビビッドに感じることが難しい。その結果、

民間シンクタンクの調査研究の成果の速やかな政策への反映が難しくなる傾向がある。

第 2 に、意思決定に直接的に結びつく政策研究ができる点もある。これは自治体シンク

タンクに所属する研究員にとっては大変にやりがいのある仕事となる。ただし、このやり

がいを研究員がどれだけ認識しているかは定かではない。

第 3 に、法律や制度と予算といった既存の制約の中での調査研究が求められる点である。

既存の枠組みの中で、政策づくりを進めなくてはいけない。ここの自治体シンクタンク

（自治体職員）の政策力が求められる。もちろん、調査研究により既存の枠組みを変える

成果を提示することも重要である。しかし、実際は簡単に既存の枠組みが変わるものでは

ない。既存の制約下の中で、政策実現に結びつくいい調査研究をしていくことが醍醐味で

もある。

第 4 に、議会において手続が必要という点も特徴である。議会の審議という正式な手続

論を経過しなくては、政策が実行されることはない。ただし厳密に言えば、自治体シンク

タンクが議会に対して直接的に政策を提言し、手続を経るというわけではない。実際は自

治体シンクタンクが提言した政策を担当課が議会を通して手続を行うことが多い。

第 5 は、責任論が発生する点である。語弊があるかもしれないが、民間シンクタンクの

場合は、自らが行った委託調査研究に対して責任が追及されることは少ないだろう。契約
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5 企画部門の制度疲労に関連して、企画部門の行司役や調整役も指摘される。つまり、自治体の企画部門が本来の機
能を果たせていない傾向がある。その理由は、各部門をまたぐ横断的な業務が増加してきているからである。例えば、
安全・安心のまちづくりやユニバーサルデザイン、シティプロモーションなどがあげられる。そこで、本来の企画に特
化した組織として自治体シンクタンクが選択されているということも考えられる。
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書に「この調査研究の責任は、民間シンクタンクにあります」などと明記していることは

ない。自治体シンクタンクは、責任を持った調査研究をすることであり、調査研究が終了

した後も責任を持ちつづけることでもある。

この 5 点が自治体シンクタンクの特長でもある。これらの点が担保されない調査研究

は、自治体シンクタンクで実施する必要はなく、民間シンクタンクが実施したほうがよい

だろう。

（2）自治体シンクタンクの展望

自治体シンクタンクには、様々な意義がある。その意義は自治体により異なり、また時

代により変化もしてくる。その中で筆者が考える一つの意義は、自治体シンクタンクの存

在は自治体の政策と組織にイノベーションを起こす可能性が高いという事実がある。特に

自治体シンクタンクの存在は、当該自治体内の他の組織と比較すると、多くのイノベー

ションを起こしている。イノベーションを起こす組織としての役割が期待されるだろう。

本稿で使用しているイノベーションとは、新結合や新機軸という意味であり、簡単に言

うと新しいアイデアや新しい価値観という意味である。自治体シンクタンクの過去の調査

研究を観察すると、実にユニークな政策が創出している。

自治体シンクタンクから創出される成果は、実際の地方自治の現場に活用できなければ

意味がない。過去、廃止になった自治体シンクタンクに多少共通することは、学術に特化

しすぎたという事実がある。自治体シンクタンクの成果は、現実的に使えなくては意味が

ないだろう。

田村明は「自治体学」を提唱している。自治体学は「都市計画・教育・安全・福祉・医

療等の公共政策に関する問題を幅広く包括し、これらを総合的に自治として考えようとす

る。そして特に『理論』と『実践』の融合を図り、実践を伴う『術』と『学』の両方に意

味がある点が自治体学の特徴」と述べている6。

そして自治体学の立場として、次の 3 点を挙げている。①現実に立ちながら常に現状へ

の批判精神を持つ。②広い視野を持ち、国際的未来的な展望のもとに現実を考える。③ビ

ジョンを提示して、同時に現実問題処理の具体的な政策・手法を構築する、である。自治

体シンクタンクを考えるうえで、自治体学という学問視座が重要となる。自治体シンクタ

ンクが自治体に設置されたシンクタンクであるならば、田村が指摘した自治体学の視点

は、決して忘れてはいけない思想だろう。

自治体シンクタンクの中には、理論と実践の融合を図り、政策反映性を伴った成果を導

出しつつある。その結果、一部の成功している自治体シンクタンクの姿が一人歩きをして
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6 田村明『自治体学入門』岩波書店、2000 年
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しまい、自治体シンクタンクを新たに設置すれば、自ずと自治体の政策形成能力が向上す

ると捉えている自治体がないわけではない。この考えは非常に危険である。重要なのは、

自治体シンクタンクをみる冷静な視点である。そして、成功している自治体シンクタンク

をベスト・プラックティスとして、自らの自治体に合致した自治体シンクタンクを創出し

ていくことだと考える。

最後になるが、「これからの時代は企画部門の強化がますます必要になってくる」を再度

強調しておきたい（本稿で何度か言及している）。そして企画部門を強化する一つとして

自治体シンクタンクという存在がある7。
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7 自治体シンクタンクに関心を持たれた読者は、次の文献を参照していただきたい。
牧瀬稔『政策形成の戦略と展開～自治体シンクタンク序説』東京法令出版、2009 年
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